
目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

目標２ 脱炭素社会の実現に向けた住宅市街地のゼロエミッション化

目標３ 住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定

目標４ 住まいにおける子育て環境の向上

目標５ 高齢者の居住の安定

目標６ 災害時における安全な居住の持続

目標７ 空き家対策の推進による地域の活性化

目標８ 良質な住宅を安心して選択できる市場環境の実現

目標９ 安全で良質なマンションストックの形成

目標10 都市づくりと一体となった団地の再生

前章で示した「住宅政策の展開に当たっての基本

的方針」に基づき本章では、以下の、住宅政策が目

指す10の目標について、それぞれ現状、目指す2040

年代の姿、2030年度に向けた施策展開の方向性、具

体的な施策、政策指標等を示していきます。

第４章 住宅政策の目標と
具体的な施策展開

04
CHAPTER

住宅政策が目指す10の目標

Housing policy goals
and specific measures 
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2030年度に向けた施策展開（主要）

171,000戸の公営住宅を供給（10年間）

東京ささエール住宅（専用住宅）を3,500戸供給
（現状：598戸）

2030年度までに
居住支援協議会を設立している区市町村の人口

カバー率を95％以上（現状：74.3％）

2030年度末までに
サービス付き高齢者向け住宅等を

33,000戸供給（現状：22,819戸）

2030年度までに

都営住宅・公社住宅の太陽光発電を約4,800kWに引上げ※
（現状：約2 , 5 0 0 k W  ）

エネルギー消費量を50％削減（2000年比）※
（現状：25.4％）

2030年までに

耐震性が不十分な住宅をおおむね解消（現状：92％）

2025年度までに

応急仮設住宅等の提供に係る訓練を

延べ250団体と実施

2030年度までに

認定⾧期優良住宅ストックを2倍以上に増やす
（約77,000戸⇒約170,000戸）

2030年度までに

2030年度までに

都営住宅の耐震化率を100％（現状：96.9％）

2025年度までに

都営住宅の創出用地における民間活用事業を

10か所で実施

2030年度までに

✓都営住宅の建替え等を梃子にしたまちの再生を推進
✓建替え等による創出用地を活用し、地域特性に応じた
民活事業を推進

✓管理状況届出制度の情報を活用して管理組合に働
きかける等により、マンションの適正な管理を促進

✓老朽マンションについて、改修や建替えなどによる再生を促進

✓⾧期優良住宅、インスペクション、住宅履歴情報等
の制度の周知と活用を促進

✓空き家の実態把握と計画的な対策、空き家の状況に
応じた適時適切な対応、地域特性に応じた空き家施
策の展開に向けて、都が実施方針を定め、区市町村
と連携して対策を促進

✓災害時に賃貸型応急住宅、建設型応急住宅等の提
供や応急修理が円滑に実施できるよう関係団体や
区市町村と訓練を実施

✓都営住宅の耐震化に向けて、分譲店舗併設住棟
における取組を強化

✓マンション管理組合に対する支援の強化などにより
耐震化を推進

✓都営住宅の集会所等を活用し、様々な人々が集い、
地域の交流活動の場となる居場所を創出

✓高齢者のためのハード・ソフトを備えた住宅につ
いて、福祉施策と連携を図りつつ、供給を促進

✓住宅の温熱環境やバリアフリー性能を向上

✓建替えに当たって省エネ・再エネ利用を推進
✓既存住宅において省エネ・再エネ利用を推進
✓太陽光パネルの設置を拡大
✓国産木材の利用拡大

✓子育てに配慮した住宅について「新たな日常」など
社会状況の変化を踏まえたガイドラインや認定制度
の見直しを行うとともに供給を促進

2030年度までに

マンション再生まちづくり制度適用地区内で

20管理組合が再生にかかる決議等（現状：1管理組合）

民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット

✓分譲された住宅団地においても、公共住宅団地に
おける取組を参考にした住民、事業者、区市町村
による団地の再生を支援

東京都子育て支援住宅認定制度による認定住宅を

10,000戸供給（現状：1,618戸）

2030年度までに

✓制度の普及啓発や貸主の不安軽減等により、
東京ささエール住宅の供給を促進

民間住宅

都営住宅の募集に係る手続を100％オンライン化対応
2026年度までに

公社住宅において新たな日常に対応した環境整備を

150住宅で実施（現状：46住宅）

2030年度までに

✓公社住宅にWi-Fi環境、宅配ボックス、タッチレス
エレベーターを整備

住宅確保要配慮者の居住支援
✓区市町村における居住支援協議会の設立・活動促進
✓居住支援法人の活動促進
✓東京ささエール住宅（専用住宅）の活用促進

「東京みんなでサロン」を100か所で実施

新たな日常に対応した住まいの情報を発信
するウェブサイトを構築

2022年度までに

✓DX、環境、防災などの住宅に関する新技術等の
情報を整理し、分かりやすく発信するとともに、
都が推進する各種住宅制度などに反映

空家等対策計画を100％の区市町村が策定
区市町村の取組により

2030年度までに
その他空き家の割合(2.31%)をこれ以上増やさない公共住宅における率先した取組 民間住宅のゼロエミッション化

住宅セーフティネットの中核としての都営住
宅の活用

１目標

新たな日常に対応
した住まい方の実現

３目標

４

５

住まいにおける
子育て環境の向上

目標

目標

住宅確保に配慮を要
する都民の居住の安定

高齢者の居住の安定

２目標
脱炭素社会の実現に
向けた住宅市街地の
ゼロエミッション化

６

７

８

９

10

災害時における
安全な居住の持続

空き家対策の
推進による
地域の活性化

良質な住宅を
安心して選択
できる市場環
境の実現

都市づくりと
一体となった
団地の再生

目標

目標

目標

目標

安全で良質な
マンションストック

の形成

目標

※環境基本計画の改定に合わせて上積みを予定 ※削減目標と施策の在り方については、東京都環境審議会において検討中。
環境基本計画の改定後は、家庭部門の削減目標を政策指標とみなす。

2030年度までに

✓都営住宅募集にオンラインで申し込めるシステムを整備 2030年度までに
宅地建物取引業法関係手続を100％オンライン
化対応 ※大臣免許に係る手続を除く。

30年以上の⾧期修繕計画に基づく修繕積立金額を

80％以上の管理組合が設定 （現状：68.1%（参考値））

管理不全空き家15,000物件を除却等（現状：6,600物件）

100%の要届出マンションが管理状況を届出
（現状：67.8%）
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✓住宅関係団体等と連携した省エネ・再エネ住宅推進プラット
フォームを設置

✓新築住宅について、東京ゼロエミ住宅の普及、太陽光発電
設備の設置義務化の検討、建築物省エネ法による規制誘導措置
等により省エネ・再エネ利用を促進

✓既存住宅について、省エネ改修に対する支援、再エネ利用
設備の導入促進等により省エネ・再エネ利用を促進

都営住宅・公社住宅

✓真に住宅に困窮する都民に対する公平かつ的確な供給
✓都営住宅を良質なストックとして維持・更新

てこ



目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

新たな日常に対応した住まい方の現状

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とし

て、テレワークが急速に普及するなど都民の生活

や働き方が変化しています。

2021（令和３)年９月の都内企業（従業員30人

以上）のテレワーク実施率は６割を超え、テレ

ワークを実施した社員数は約５割に達していま

す。

住宅内でテレワークを実施する場所はリビング

ダイニングが最も多く 、テレワークをスムーズに

行う上での課題として、部屋や机などの物理的環

境やＷｉ−Ｆｉなどの通信環境の整備が多く挙げ

られており、こうした課題に対応した住宅・住環

境の整備が求められています。

また、今後デジタル化の進展により、身の回り

のあらゆるものがネットワークにつながるＩｏＴ

の普及やＡＩ等を活用した新しいサービスの提供

などにより住宅において様々なサービスが提供さ

れることが期待されます。情報セキュリティの確

保等に留意しながら、こうした新たな技術をいか

して、新たな日常に対応した住まい方を実現し、

都民の住生活の向上につなげていくことが求めら

れています。

目指す2040年代の姿
都民の住生活にＤＸが浸透し、住まいの安全性・

快適性がＩｏＴの活用等により向上するととも

に、職住一体・近接や在宅学習の環境が整備され

都民のニーズに対応して住宅での時間を楽しめる

住まい方が実現している。

4第 章

01

住宅に関わる様々な手続がオンラインで、ワンス

トップで完了できるようになっている。
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テレワーク実施率（実施率の推移） テレワークの実施場所

90.0%

72.4%

53.2%

4.3%

8.6%

12.7%

5.7%

19.0%

34.1%

0% 50% 100%

300人以上

（70社）

100-299人

（105社）

30-99人

（252社）

実施している 今後実施予定あり 実施予定なし

（資料）「テレワーク実施率調査」（2021年9月）／東京都産業労働局を基に作成
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（資料）「新型コロナ禍を受けたテレワーク×住まいの意識・実態」（2019年
11月調査）／株式会社リクルート住まいカンパニーを基に作成
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令和３年令和２年



新たな日常に対応した住宅の普及

新たな日常に対応した住環境の整備

 空き家について、新たな働き方支援に資するよう
コワーキングスペースなどに改修して活用する取
組を支援します。

具体的な施策

具体的な施策

 住宅市街地でのシェアオフィス等の需要を踏ま
え、都市計画による対応とともに、周辺の住環境
への影響等を考慮しながら、建築基準法の用途許
可制度の活用について検討します。

 コロナ禍を契機としたテレワークの普及等にみら
れる住まい方・働き方の多様化など、社会情勢の
変化に柔軟に対応し、建物の用途変更等が円滑に
できるよう、防火・避難上の安全性等の確保に配
慮しつつ、東京都建築安全条例の規制の見直しを
検討します。

都営住宅の建替えによる創出用地等
 ＩoＴ活用、健康配慮など新たな住宅モデルを民
間事業者から公募・選定

 新たな住宅モデルを都が推進する各種の住宅制
度に反映

選定

民
間
事
業
者
か
ら
幅

広
く
公
募

都
民
が
新
た
な

住
ま
い
方
を
体
感

入居

子育て
テレワーク

環境配慮 Io
T

健康配慮

新たな住宅モデルの普及に向けた取組イメージ

テレワークができるマルチスペースを備えた
住戸設計の例

マルチスペース付き住戸：（左）洋室、（中央）マルチスペース、（右）、2LDKタイプ間取り図

（コーシャハイム新中野テラス）

 都営住宅、公社住宅において、５Ｇアンテナ基地
局の設置を促進するなど、近隣地域を含めた住環
境整備にも資するストック活用を一層進めます。

自動運転車両を活用した移動支援の実証実験の体制

新たな日常の定着や場所を選ばない働き方の実現に向けて、住宅・住宅市街地に働く場として

の機能を導入するなど都民ニーズを捉えた施策を推進するため、テレワークがしやすい環境を

備えた住宅の普及や、周辺環境への影響等を考慮しながら、住宅市街地でのシェアオフィスの

整備などを促進していきます。

住宅分野への新たな技術の導入や行政手続のデジタル化を積極的に進め、都民の住生活の利

便性や豊かさの向上や安全・安心の確保、行政のクオリティー・オブ・サービスの向上につ

なげていきます。

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

施策展開の方向性

施策
施策１

施策２

たたき台

 公社住宅において、建替えを通じて各住戸にテレ
ワークスペースやWifi環境の整備を推進するとと
もに既存住宅のコミュニティサロンにおいても
Wifi環境の整備を進めるなど、ライフスタイルや
社会状況の変化に対応した住まいを提供していき
ます。また、センサー等の機器を活用した「見守
りサービス」を全住宅に展開するなど、新しい技
術を活用した高齢者の見守りに係る取組みを行っ
ていきます。

 公社住宅において、５Gアンテナ基地局の設置を
促進するとともに、高齢者の引きこもり防止や地
域コミュニティの活性化を目的とした自動運転技
術を活用した移動支援の実証実験など、モデル的
な取組を進め、その知見を他の公共住宅や民間住
宅へ積極的に展開していきます。

調整中

 在宅でのテレワークの浸透や、環境配慮・健康意
識の向上、５G・IoT・AIなどの新技術活用等を踏
まえて、居住者が安全・快適に暮らせる未来の東
京にふさわしい新たな住宅のあり方について、都
民からこれからの住宅に求めるテーマ等について
意見を募集するとともに、民間事業者から新たな
技術やアイデア等を広く募った上でモデル化を図
り、民間ノウハウを活用した実証にも取り組み、
普及啓発を図ります。また、住宅モデルの内容
は、都が推進する各種の住宅制度に反映します。

新たな日常に対応した住宅の普及

具体的な施策

具体的な施策

 住宅市街地でのシェアオフィス等の需要を踏ま
え、都市計画による対応とともに、周辺の住環境
への影響等を考慮しながら、建築基準法の用途許
可制度の活用について検討を進めます。

 コロナ禍を契機としたテレワークの普及等にみら
れる住まい方・働き方の多様化など、社会情勢の
変化に柔軟に対応し、建物の用途変更等が円滑に
できるよう、防火・避難上の安全性等の確保に配
慮しつつ、東京都建築安全条例（東京都条例第89
号）の規制の見直しに向けた検討を進めます。

 「子育てに配慮した住宅のガイドライン」につい
て、「新たな日常」や「環境」、「防災」など社
会状況の変化を踏まえ、子育てに配慮した住まい
づくりのために考慮すべき事項の追加などの見直
しを適宜行うとともに、区市町村等との連携など
により普及啓発の取組を強化します。

公社住宅のテレワークができるスペースを備えた
住戸設計の例

 公共住宅※において、５Ｇアンテナ基地局の設置
を促進するなど、都民の住まい方の変化に応じ、
近隣地域を含めた住環境整備にも資するストック
活用を一層進めます。

 公社住宅において、高齢者の引きこもり防止や地
域コミュニティの活性化を目的とした自動運転技
術を活用した移動支援の実証実験など、モデル的
な取組を進め、その知見を他の公共住宅や民間住
宅へ積極的に普及します。

 空き家について、場所を選ばない働き方の実現等
に資するようコワーキングスペースなどに改修し
て活用する取組を支援します。

公社住宅における自動運転車両を活用した移動支援の実証実験の体制

新たな日常の定着や場所を選ばない働き方の実現に向けて、住宅・住宅市街地に働く場として

の機能を導入するなど、都民ニーズを捉えた施策を推進するため、テレワークがしやすい環境

を備えた住宅の普及や、周辺環境への影響等を考慮しながら、住宅市街地でのシェアオフィス

の整備を促進するなど、都民の住まい方の変化に適切に対応していきます。

住宅分野への新たな技術の導入や行政手続のデジタル化を積極的に進め、都民の住生活の利

便性や豊かさの向上、安全・安心の確保、行政のクオリティ・オブ・サービスの向上につな

げていきます。

施策

 在宅で快適に働く生活スタイル、感染症予防や健
康意識の高まりなど、住宅・住まい方に対する都
民ニーズの変化や、環境配慮への要請、ＩｏＴ技
術の進歩などを踏まえた住宅の開発が民間事業者
により進められています。こうした取組を踏まえ
ながら、ポストコロナ時代の東京のライフスタイ
ルにふさわしい住宅の普及に資するよう、DX、
環境、防災等の住宅の新たな技術等に関する情報
を収集し、その発信に取り組みます。また、都民
の住まい方の変化に合わせ、こうした新たな技術
等を都の各種住宅制度などに適切に反映させてい
きます。

 公社住宅において、建替えを通じて各住戸にテレ
ワークスペースやＷｉ−Ｆｉ環境を整備するほ
か、タッチレスエレベーター、宅配ボックスの設
置を進めるとともに、既存住宅においてもコミュ
ニティサロンのＷｉ−Ｆｉ環境の整備を進めるな
ど、ライフスタイルや社会状況の変化に対応した
住まいを提供します。また、センサー等の機器を
活用した「見守りサービス」を全ての住宅に展開
するなど、新しい技術を活用した高齢者の見守り
に取り組みます。

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現01

新たな日常に対応した住環境の整備
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4第 章

宅配事業者

東京都住宅供給公社

施策展開の方向性2030年度に向けた施策展開の方向性

※本住宅マスタープラン（案）において、公共住宅とは、都営住宅、公社一般賃貸住宅のことを指します。



新たな日常に対応した住宅の普及
具体的な施策

都営住宅の建替えによる創出用地等
 ＩoＴ活用、健康配慮など新たな住宅モデルを民
間事業者から公募・選定

 新たな住宅モデルを都が推進する各種の住宅制
度に反映

選定

民
間
事
業
者
か
ら
幅

広
く
公
募

都
民
が
新
た
な

住
ま
い
方
を
体
感

入居

子育て
テレワーク

環境配慮 Io
T

健康配慮

施策展開の方向性

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

施策
施策１

たたき台

調整中

 在宅でのテレワークの浸透や、環境配慮・健康意
識の向上、５G・IoT・AIなどの新技術活用等を踏
まえて、居住者が安全・快適に暮らせる未来の東
京にふさわしい新たな住宅のあり方について、都
民からこれからの住宅に求めるテーマ等について
意見を募集するとともに、民間事業者から新たな
技術やアイデア等を広く募った上でモデル化を図
り、民間ノウハウを活用した実証にも取り組み、
普及啓発を図ります。また、住宅モデルの内容
は、都が推進する各種の住宅制度に反映します。

具体的な施策

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現01

 情報通信技術の積極的な活用を図るとともに、ド
ローンなど新技術の社会実装の動向を踏まえ、デ
ジタルの力を活用して都民の住生活の向上を図っ
ていきます。

 都営住宅募集の申込みや居住者の各種手続につい
て、都民サービスの向上と募集事務等の効率化を
図るため、ＡＩの活用を含め、デジタル化を推進
します。

 宅地建物取引業免許や宅地建物取引士資格登録な
どの申請等手続について、申請者等の事務負担の
軽減、利便性の向上と行政事務の効率化を図るた
め、国等との調整を図りながら、デジタル化を推
進します。

 不動産取引におけるオンラインによる重要事項説
明や電磁的書面の交付など、消費者の利便性等を
高めるデジタル化の取組を支援していきます。

 建築物の安全性を確保する上で重要な手続である
建築確認について、都が率先して一連の手続全体
をオンラインでカバーできる仕組みの構築に取り
組むとともに、民間の指定確認検査機関や区市も
含めた関係者の統一的な取組を促します。

 特定建築物や建築設備・昇降機等の定期報告につ
いて、区市や関係団体と連携して、デジタル化を
進めます。

 建築計画概要書の閲覧等について、紙媒体で保管
している概要書等を電子データ化し、窓口に設置
する端末やオンラインで閲覧が可能となるシステ
ムを構築します。

 マンション管理組合の運営に当たり、ITを活用し
た総会・理事会の実施が可能であることを普及し
マンション居住における新しい生活様式等を支援
します。

 公共住宅の工事において、テレビ会議を活用した
工事進捗会議や、モバイル端末やＷｅｂカメラ等
を活用した遠隔での施工管理を進めるなど、デジ
タル技術を活用した工事の効率化や施工品質の確
保を図ります。

 住宅施策を企画立案するに当たっては、住宅の立
地や分布状況、地域特性等を踏まえるため、地理
空間情報などのデジタル技術を積極的に活用しま
す。

住宅建設工事における遠隔施工管理のイメージ

デジタルを活用した利便性の向上

 新たな日常に対応した住まいの情報を
発信

 宅地建物取引業法関係手続※のうち、
オンラインで行うことができる手続の
割合

0.0％
（2020年度末）

9.1％
（2020年度末）

 都内企業（従業員30人以上）のテレワーク実施率

関連する政策指標

関連する観測・実況指標

100％
（2026年度末）

100％
（2030年度末）

57.8％
（2020年度）

 公社住宅におけるWi-Fi環境、宅配ボッ
クス、タッチレスエレベーターのいず
れかが整備された住宅

46住宅
（2020年度末）

150住宅
（2030年度末）

3231

第
４
章

住
宅
政
策
の
目
標
と
具
体
的
な
施
策
展
開

第
４
章

住
宅
政
策
の
目
標
と
具
体
的
な
施
策
展
開

4第 章

 都営住宅の募集に係る手続のうち、
オンラインで行うことができる手続の
割合

ウェブサイトを構築
（2022年度）

※「東京デジタルファースト推進計画」（令和３年７月）に位置付けられたシン・トセイ対象の重点手続（大臣免許の経由事務を除く。）



目標２

目指す2040年代の姿

4第 章

02 脱炭素社会の実現に向けた住宅市街地の
ゼロエミッション化

脱炭素社会の実現に向けた現状

都は2050年までにＣＯ２排出量を実質ゼロにする

「ゼロエミッション東京」の実現を掲げ、2030年ま

でにＣＯ２排出量の50％削減を目指すとともに、脱

炭素社会に向けた取組を進めています。

都内のエネルギー消費量は、2000（平成12）年度

頃にピークアウトしていますが、全体の３割を占め

る家庭部門 の削減幅は他部門と比較して小さい状況

です。

平成30年住宅・土地統計調査によると住宅の省エ

ネルギー設備等の設置状況を見ると、二重以上の

サッシ又は複層ガラスの窓を一部でも設置している

住宅は全体の10.6％、太陽光を利用した発電機器を

設置している住宅は全体の1.4％と低い状況にありま

す。

住宅において消費されるエネルギーの半分以上が

冷暖房・給湯であることから、断熱性能を向上させ

るとともに、太陽光発電など再生可能エネルギーを

導入していくことが必要です。

また、太陽光発電の自家消費を最大化するための

蓄電池の設置や地域での再生可能エネルギーのシェ

ア等が進むことが求められています。

さらに、ＣＯ２の吸収にも資する緑豊かな住宅市

街地の形成や炭素を固定する木造住宅の一層の普

及、ゼロエミッションビークル（ＺＥＶ） の導入拡

大に向けた充電設備の設置など、ゼロエミッション

化に向けた取組を進めていく必要があります。

ゼロエネルギー住宅（ＺＥＨ）など、省エネルギー

性能が高く、再生可能エネルギーを利用した住宅が

広く普及している。

ゼロエミッション化に向けて、電気自動車の充電設

備などのインフラ整備が進み、緑豊かな住宅市街地

が形成されている。

における2030年に向けた政策目標「未来の東京」戦略
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エネルギー消費量の削減（2000年比） 25.4％削減（2019年度速報値） 50％削減（2030年度）

温室効果ガスの削減（2000年比） 0.2％削減（2019年度速報値） 50％削減（2030年度）

都内の太陽光発電設備導入量 累計61.0万kW（2019年度） 130万kW（2030年度）
※ 削減目標と施策の在り方については、東京都環境審議会において検討中

※

※

エネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の推移 エネルギー消費量の部門別推移

電力の二酸化炭素排出係数（都内全電源加重平均）
・2000年度：0.328kg-CO2／kWh
・2018年度：0.463kg-CO2／kWh
・2019年度：0.448kg-CO2／kWh

400

600

800

4,000

6,000

8,000

2000
(H12)

2005
(17)

2010
(22)

2015
(27)

2019
(R元)

エネルギー消費量 温室効果ガス生排出量

2019年度 598PJ

2019年度 6,211万t-CO2

（PJ)（万t-CO2)

257
172

128 125

186

203
187 190

263

278

244 237

96

61

49 46

0

200

400

600

800

2000年度

（H12）

2010年度

（22）

2018年度

（30）

2019年度

（R元）

運輸部門 家庭部門 業務部門 産業部門

(PJ)

(802) (714) (608) (598)

△11％
△24％ △25％

△19％

△5.3％
業務部門
5.9％

家庭部門
9.5％

運輸部門
△33％

△12％

△8.1％

△26％

△2.7％

1.5％

△2.2％

産業部門
△37％

（資料）「東京都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査」（2019年度速報値）/環境局を基に作成

太陽光発電設備等が広く設置され、再生可能エネル

ギーの地産地消が進むことで、都市のレジリエンス

向上にも寄与している。



新たな日常に対応した住宅の普及

施策展開の方向性

新たな日常の定着や場所を選ばない働き方の実現に向けて、住宅・住宅市街地に働く場として

の機能を導入するなど都民ニーズを捉えた施策を推進するため、テレワークがしやすい環境を

備えた住宅の普及や、周辺環境への影響等を考慮しながら、住宅市街地でのシェアオフィスの

整備などを促進していきます。

住宅分野への新たな技術の導入や行政手続のデジタル化を積極的に進め、都民の住生活の利

便性や豊かさの向上や安全・安心の確保、行政のクオリティー・オブ・サービスの向上につ

なげていきます。

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

たたき台

住宅のゼロエミッション化に向け、省エネルギー性能に優れ、太陽光発電設備が設置された環境性

能の高い住宅の普及を促進する必要があります。こうした住宅は、居住者の健康に良い影響を与え

るとともに、災害時にも自ら再生可能エネルギーを確保することにより都市のレジリエンス機能の

向上にも資することから、その普及を図っていきます。

再生可能エネルギーの利用拡大に加えてＣＯ２の吸収にも資する緑の整備など、住宅市街地のゼロ

エミッション化に向けた取組を推進していきます。

公共住宅において、住宅のゼロエミッション化に向けた率先した取組を進めていきます。

目標２02 脱炭素社会の実現に向けた住宅市街地の
ゼロエミッション化

住宅のゼロエミッション化

具体的な施策

省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム（仮称）のイメージ

民間住宅のゼロエミッション化
 東京の地域特性を踏まえた省エネルギー性能の高

い住宅の供給を促進するため、都が定める基準を
満たす「東京ゼロエミ住宅」の更なる普及を推進
します。

 住宅等の一定の中小新築建築物に太陽光発電設備
の設置を義務付ける、都独自の制度の導入に向け
た検討を進めます。

 東京都建築物環境計画書制度や都市開発諸制度等
を活用し、断熱性能や省エネルギー性能の高いマ
ンションの整備や再生可能エネルギーの導入等を
促進するとともに、こうしたマンションを都民が
適切に選択できるよう、住宅性能表示制度やマン
ション環境性能表示制度の普及を促進します。な
お、東京都建築物環境計画書制度について、省エ
ネルギー性能基準の強化や再生可能エネルギー設
備の設置の最低基準を新設するなど、制度の強化
に向けた検討を開始します。こうした取組によ
り、環境に配慮した質の高い建築物が評価される
市場の形成と新たな環境技術の開発を促進しま
す。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
の的確な運用・周知を図ります。また、国におけ
る検討の動向などを踏まえて、都として住宅・建
築物における省エネルギー対策の検討・対応を進
めます。

環境性能の高い新築住宅の供給

公共住宅における率先した取組

既存住宅の環境性能の向上

再生可能エネルギー利用設備の
導入促進

 既存住宅の省エネルギー性能の向上を促進するた
め、省エネ診断や断熱化工事、設備効率化に対し
て補助を行う区市町村への支援等を新たに開始す
るとともに、区市町村の実施体制が整うまでの当
面の間、都による直接補助を実施します。

 既存住宅において熱の出入りが大きい窓及びドア
を高断熱窓及び高断熱ドアに交換する場合や、都
内住宅において再生可能エネルギー由来の熱利用
機器を導入する場合に補助を実施します。

 既存住宅の省エネルギー化を促進するため、「住
宅の省エネリフォームガイドブック」の普及を図
るとともに、技術の進歩等に応じ適宜改訂を行
い、内容の充実に努めていきます。

 住宅用太陽光発電設備の維持管理上の注意点や保
守点検の重要性に関する啓発に取り組むととも
に、太陽光発電設備の３Ｒ（リデュース・リユー
ス・リサイクル）を促進する仕組みの構築を図り
ます。

 住宅における省エネルギー対策や再生可能エネル
ギー利用の普及促進に向け、施工事例や支援制度
などについて分かりやすく効果的な情報発信を行
います。

 公共住宅の建替えに当たっては、居住者の健康に
も資する断熱性能などの省エネルギー性能を確保
するとともに、自家消費が可能な建物については
太陽光パネルの設置容量の拡大を図ります。ま
た、公社住宅では、国が掲げる政策目標年次に先
駆けてＺＥＨーＭの導入を行い、住宅の省エネ性
能の大幅な向上を図ります。

 既存の公共住宅について、共用部の照明のLED化
など省エネルギー化に取り組みます。また、太陽
光発電設備について、建物の構造、耐用年数など
を勘案しながら設置を推進していきます。

 都営住宅の建替えなどの公共工事において、「東
京都環境物品等調達方針」に基づき、再生建設資
材など環境に配慮した建築資材の使用を推進する
とともに、「東京都建設リサイクルガイドライ
ン」に基づき、建設発生土や建設廃棄物などの建
設副産物の発生抑制及び建設資材としての有効活
用を推進します。
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 省エネ・再エネ住宅の普及促進に向け、住宅関係
団体等と連携して、都民の機運を醸成するととも
に施策を効果的に推進していくためのプラット
フォームを設立し、都民への普及啓発や相談窓口
の設置、事業者の技術力向上等の取組を推進しま
す。

 都民が環境に配慮した住宅の情報を得られるよ
う、関係局と連携し、省エネルギー性能等につい
て、分かりやすい等級や数値などで示す住宅性能
表示制度を広く普及するとともに、支援制度等に
ついても効果的に情報発信していきます。

都営住宅への太陽光パネルの設置の例

情報共有
連絡協議

目的

参加各団体が行う省エネ・再エネ
住宅普及促進に関する事業

東京都（事務局）

住宅
事業者団体

地域工務店
団体 等

リフォーム
事業者団体

省エネ再エネ
設備団体

都民に対する普及啓発活動

中小事業者への技術支援講習等

補助

補助対象

相談窓口の設置

 太陽光発電などの再生可能エネルギー利用設備や
蓄電池の設置、ＺＥＶを活用してエネルギーの共
有・融通を図るＶ２Ｈの普及、省エネルギー性能
の高い家電の導入等を推進するため、補助を実施
します。

 再生可能エネルギー電力を共同購入することによ
り価格の低減を図る仕組みの普及などにより、再
生可能エネルギー利用の促進を図ります。

施策展開の方向性2030年度に向けた施策展開の方向性



目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

たたき台

目標２02 脱炭素社会の実現に向けた住宅市街地の
ゼロエミッション化

環境に配慮した住宅市街地の形成

具体的な施策

 住宅への多摩産材等の国産木材の使用促進に向け
て、業界団体と連携した都民への普及啓発等に取
り組むとともに、公共住宅での使用量の拡大を図
ります。また、多摩産材等を活用した⾧期優良住
宅を建設する地域工務店の取組を支援します。

 東京都地域住宅生産者協議会等と連携し、講習会
等により中小住宅生産者に対して住宅の省エネル
ギー化などに資する技術の普及を図るとともに、
多摩産材等の使用促進に向けたＰＲなどを行いま
す。

 「伐って」「使って」「植えて」「育てる」とい
う森林循環の促進の取組などにより、森林の多面
的機能の増進を図るとともに、新たな技術の活用
等により、多摩産材の安定供給を進めます。

地域における再エネシェアリングのイメージ

 公共住宅の駐車場を活用し、誰もが利用できる公
共用の電気自動車用充電器の設置を推進していき
ます。

 公社住宅では、居住者用の駐車場に電気自動車用
充電器の設置を拡大するとともに、地域住民も利
用できるカーシェアリングにおいて電気自動車を
導入していきます。

 公共住宅の建替えに当たり、住戸の内装構造材や
集会室の内装材の一部、緑地整備工事に、多摩産
材を含む国産木材の使用を推進します。

都営住宅における
電気自動車用充電器の設置の例

原木市場のせり売り
多摩木材センター(日の出町)に並ぶ「東京の木多摩産材」

多摩産材等を活用した家づくりの例 公共住宅における率先した取組

地域における再生可能エネルギー
の利用促進等

住宅への国産木材の活用推進
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4第 章

 ＺＥＶが広く普及する社会の実現に向けて、例え
ば電気自動車等の充電設備の導入に必要な情報を
管理組合等に提供し、既存マンションへの設置に
係る合意形成を支援するなど、住宅に求められる
機能の導入を促進します。

 民間事業者や区市町村による電気自動車用充電設
備の設置を支援します。

 民間開発について、東京都建築物環境計画書制度
や都市開発諸制度等を活用し、断熱性能や省エネ
ルギー性能の高い住宅等の整備や、電気自動車等
の充電設備の設置、地域冷暖房や再生可能エネル
ギーの導入を誘導します。

 八王子市南大沢地区において、太陽光発電、蓄電
池、再エネ由来水素設備、ＥＶ等を活用して電力
の需給調整を行い、地域の再エネを無駄なく利用
する「地域における再エネシェアリングモデル事
業」を実施し、その結果等を広く発信すること
で、地域における再エネ利活用の先行事例の確立
及び災害時のレジリエンス向上につなげます。

※アグリゲーター：需要設備、発電設備、蓄電設備等のデータを分析し、最適な電力需
給の調整を行う事業者



新たな日常に対応した住宅の普及
具体的な施策

都営住宅の建替えによる創出用地等
 ＩoＴ活用、健康配慮など新たな住宅モデルを民
間事業者から公募・選定

 新たな住宅モデルを都が推進する各種の住宅制
度に反映

選定

民
間
事
業
者
か
ら
幅

広
く
公
募

都
民
が
新
た
な

住
ま
い
方
を
体
感

入居

子育て
テレワーク

環境配慮 Io
T

健康配慮

施策展開の方向性

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

施策
施策１

たたき台

 在宅でのテレワークの浸透や、環境配慮・健康意
識の向上、５G・IoT・AIなどの新技術活用等を踏
まえて、居住者が安全・快適に暮らせる未来の東
京にふさわしい新たな住宅のあり方について、都
民からこれからの住宅に求めるテーマ等について
意見を募集するとともに、民間事業者から新たな
技術やアイデア等を広く募った上でモデル化を図
り、民間ノウハウを活用した実証にも取り組み、
普及啓発を図ります。また、住宅モデルの内容
は、都が推進する各種の住宅制度に反映します。

施策

目標２02

関連する政策指標

緑豊かな住宅市街地の形成

具体的な施策

 「東京が新たに進めるみどりの取組」等に基づ
き、公園や緑地等の計画的な整備や特定生産緑地
の指定、区市町村の保存樹林の指定など、今ある
貴重な緑を守り、あらゆる場所に新たな緑を創出
する取組を促進して、みどりの量的な底上げと質
の向上を推進し、緑豊かで潤いのある住環境の形
成を図ります。

 公共住宅の建替えに併せた緑化の推進や、様々な
人が集えるコミュニティ農園等を通じた居場所の
創出など、公共住宅の用地を活用して、新たな
緑、地域に開かれた緑の創出に取り組みます。

 空き家・空き地を活用した小規模な緑の保全・創
出と質の高い維持管理を進めるため、市民緑地認
定制度の積極的な活用を推進します。

 一定規模以上の敷地については、緑化計画書制度
による屋上・敷地等の緑化の義務付けにより、緑
を創出するとともに、開発許可制度により緑地を
保全します。

 「東京都景観計画」に基づき、都市計画法や建築
基準法に基づく諸制度、屋外広告物条例（昭和24
年東京都条例第100号）の活用も図り、都民や事
業者、区市町村等と連携・協力しながら、美しく
風格のある東京の良好な街並み景観を誘導しま
す。

 統一感があり、落ち着きと潤いある住環境の形
成・保全を促進するため、区市町村と連携して、
地区計画等により、地域の特性に応じて建築物の
高さ、形態や色彩、敷地規模、沿道の緑化などの
基準を定め、良好な景観形成への誘導を図りま
す。

緑地の創出・保全

良好な景観の形成

都営住宅用地を活用した緑の創出の例

 都営住宅・公社住宅における太陽光発電
導入量※２

 エネルギー消費量の削減率（2000年比）※1

約2,500kW
（2020年度末）

25.4％
（2019年速報値）

50％
（2030年）

約4,800kW
（2030年度末）

 都営住宅及び公社住宅の共用部における
照明器具のLED化

全棟
（2030年度末）

 都営住宅における国産木材使用量 7,500㎥
（2021～2025年度累計）

約5,000㎥
（2016～2020年度累計）

脱炭素社会の実現に向けた住宅市街地の
ゼロエミッション化
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4第 章

 全部又は一部の窓に二重サッシ以上又は
複層ガラスの窓を使用している住宅ス
トックの比率

関連する観測・実況指標

※１ 現在、東京都環境審議会においてエネルギー消費量の目標の検討が進められており、東京都環境基本計画が改定され家庭部門におけるエネルギー消費量の
削減目標が定められた場合、上記の政策指標は当該目標に変更されたものとみなす。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律に基づき届出がなされた新築住宅におけ
る省エネ基準（平成28年基準）適合率

21.1％
（2018年度末）

7.3％
（2018年度末）

60.8％
（2020年度）

関連する意識・意向指標
 住宅のエネルギー消費性能
（光熱費の節約）を重要と思う世帯の割合

※２ 環境基本計画の改定に合わせて上積みを予定



目標３

目指す2040年代の姿

4第 章

03 住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定

住宅確保に配慮を要する都民の住まいの現状

住宅は、都民が市場において自力で確保すること

が基本ですが、低所得・低資産であるなど経済力が

低いこと、世帯の特性に適した住宅が市場で十分に

取引されていないこと、社会関係力が弱いなどの属

性等により入居制限を受けやすいことなどから、自

力では市場で住宅を円滑に確保することが難しい場

合があります。

具体的には、低所得者等は、経済的理由から自力

で住宅を確保することが困難です。ひとり親世帯

は、経済的に困窮していることも多く、就労や子育

てに不安を抱え、住宅確保に苦慮している場合があ

ります。高齢者については、バリアフリー化された

住宅が市場で十分には取引されていないことや、死

亡事故や認知症等によるトラブルに対する不安等に

より、貸主側から入居を拒まれやすいといった傾向

がみられます。障害者については、施設入所･入院か

ら地域での自立した生活への移行促進が求められて

いますが、バリアフリーや必要な仕様を有する住宅

が市場で十分に取引されていないことや、事故やト

ラブルに対する不安等により、貸主側から入居を拒

まれやすい傾向があります。

こうした住宅の確保に配慮を要する都民について

は、就労支援、子育て支援、生活支援、地域包括ケ

アシステムの構築や自立支援などの福祉サービスや

雇用施策と連携した居住支援が求められています。

住宅確保に配慮を要する都民の公共住宅等や民間賃

貸住宅への入居が進み、社会から孤立することなく

世帯の人数や構成にふさわしい住宅で暮らしてい

る。

年齢、障害、性的指向等を理由とした入居制限を受

けず、誰もが自ら住まいを選択し、いきいきと自分

らしく生活している。

このような中、都では、都営住宅を中核とした重

層的な住宅セーフティネットの構築を進めていま

す。民間賃貸住宅を活用した取組としては、「東京

都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を定

め、住宅確保要配慮者の範囲を、法令で定める低額

所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育して

いる者、外国人などに加え、児童養護施設退所者、

ＬＧＢＴなどを含め広く設定し、住宅確保要配慮者

の居住の安定確保に取り組んでいます。具体的に

は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

（東京ささエール住宅）の登録を行っており、2021

（令和３）年12月末時点で約４万戸が登録されてい

ます。また、居住支援などの取組を行う居住支援協

議会は、2021（令和３）年12月末時点で、都内26区

市で設立されているとともに、実務を担う居住支援

法人は41法人指定されています。こうした居住支援

協議会などの取組を通じて、賃貸住宅への円滑な入

居に係る情報提供・相談などの入居支援や入居後の

生活支援が行われています。

公共住宅の供給主体である東京都住宅供給公社や

独立行政法人都市再生機構においても、住宅確保要

配慮者の居住の安定を確保するため、入居機会の確

保のための取組が実施されています。
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入居制限の状況（全国） 入居制限する理由（全国）住宅確保要配慮者の入居に対す
る賃貸人の意識（全国）

20.2%

11.4%

11.3%

11.0%

10.9%

8.8%

6.8%

4.6%

3.9%

3.4%

3.0%

2.9%

1.0%

0.7%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

ホームレスは不可

高齢者のみの世帯は不可

生活保護受給者は不可

障がい者は不可

単身高齢者（60歳以上）は不可

外国人は不可

無職は不可

ＬＧＢＴは不可

生計中心者が離職者の世帯は不可

フリーランスは不可

非正規社員は不可

低額所得者は不可

一人親世帯は不可

子育て世帯は不可

その他

20%

3%

48%

20%

9%

高齢者に対して
約８割が拒否感

22%

3%

24%44%

7%

障害者に対して
約7割が拒否感

79%

6%

13%

2%

子育て世帯に対して
約1割が拒否感

17%

12%

55%

12%

4%

外国人に対して
約7割が拒否感

2.5%

2.9%

3.3%

8.0%

10.5%

10.5%

18.9%

19.3%

24.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

生活サイクルが異なることへの不安

入居者以外の者の出入りへの不安

属性名称に対する不安

その他

住宅の使用方法に対する不安

習慣・言葉が異なることへの不安

居室内での死亡事故等に対する不安

他の入居者・近隣住民との

協調性に対する不安

家賃の支払いに対する不安

従前と変わらず拒否感はない

拒否感はあるものの従前より弱くなっている

従前より拒否感が強くなっている

従前は拒否感があったが現在はない

従前と変わらず拒否感が強い （資料）第47回社会資本整備審議会住宅宅地分科会（令和元年9月12日） 会議資料／国土交通省を基に作成



施策展開の方向性

新たな日常の定着や場所を選ばない働き方の実現に向けて、住宅・住宅市街地に働く場として

の機能を導入するなど都民ニーズを捉えた施策を推進するため、テレワークがしやすい環境を

備えた住宅の普及や、周辺環境への影響等を考慮しながら、住宅市街地でのシェアオフィスの

整備などを促進していきます。

住宅分野への新たな技術の導入や行政手続のデジタル化を積極的に進め、都民の住生活の利

便性や豊かさの向上や安全・安心の確保、行政のクオリティー・オブ・サービスの向上につ

なげていきます。

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

たたき台

目標３03

住宅セーフティネットの中心的役割を担う都営住宅をはじめとする公共住宅等の積極的な活用に加え、
民間賃貸住宅を活用した施策等を実施することにより、住宅の確保に配慮を要する都民の安定した居
住の確保を図っていきます。
都営住宅は、現在のストックを最大限に活用し、住宅に困窮する都民に的確に供給することで、住宅
セーフティネットの中核としての機能を果たしていきます。
主として中堅所得者向けとしての性格が強かった公社住宅は、今後、住宅確保要配慮者向けとしての
性格を重視するとともに、現在のストックを最大限に活用していくことで、重層的な住宅セーフティ
ネット機能の一翼を担っていきます。

東京ささエール住宅は、住宅セーフティネット制度の普及啓発や貸主の不安軽減策等を効果的に実施
することで供給を促進していくとともに、より住宅確保要配慮者の居住の安定に資する専用住宅の一
層の供給促進に向けて取り組んでいきます。
住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居や生活を支援する居住支援法人、要配慮者への居住支援を担う
関係者が集う居住支援協議会などの枠組みを活用した居住支援の取組を促進していきます。
これらに加えて、就労・子育て・自立・生活支援や福祉サービスなどの提供の促進を図るとともに、
生活保護や生活困窮者自立支援法等に基づく生活・就労支援などの社会保障制度との連携により、重
層的な住宅セーフティネット機能を強化していきます。

より困窮度の高い都民への都営住宅の的確な供給

 住宅ストック全体が量的に充足している中で、今
後、人口が減少する見込みであることから、都営
住宅は現在のストックを最大限に活用し、引き続
き、住宅セーフティネットの中核としての機能を
果たしていきます。

具体的な施策

 居住者の高齢化が進む都営住宅において、若年世
帯の一層の入居促進を図るとともに、住宅に困窮
するより多くの都民が公平に利用できるよう、若
年夫婦・子育て世帯向けに「期限付き入居制度」
を実施します。

 都営住宅において、若年夫婦・子育て世帯向けの
期限付き入居の募集に当たっては、子育て世帯の
ニーズに応じ、交通利便性の高い場所に所在する
住宅を選定し入居促進を図ります。

 福祉部門との連携を強化し、TOKYOチャレンジ
ネットの一時利用住宅としての都営住宅の提供
や、母子生活支援施設からの転出者向けなど、居
住の安定について特別な配慮が必要な世帯に対す
る特別割当を実施します。

 都営住宅の入居者選考において、高齢者世帯や障
害者世帯、多子世帯等を対象に、抽せんによらず
住宅困窮度の高い人から順に都営住宅の入居を認
める「ポイント方式」や、通常より当せん確率を
高くする「優遇抽せん制度」を実施するとともに、
住宅困窮度をより的確に反映できるよう必要な見
直しを図ります。

 定期募集に加え、都民が希望する入居時期に合わ
せて応募が可能な毎月募集、随時募集を実施し、
都民の入居機会の一層の充実に取り組みます。

真に住宅に困窮する都民に対す
る公平かつ的確な供給

住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定

 都営住宅の収入超過者には、明渡し努力義務が課
せられていることを周知徹底するとともに、割増
家賃の徴収、移転先の公的住宅の情報提供等を行
い、自主的な退去を促します。高額所得者には、
法的措置も含め、厳正に対応します。

 都営住宅の使用承継については、原則配偶者のみ
を対象として、厳格な運用を行い、入居機会の公
平性を確保します。

 入居者資格審査の際に、預貯金などの資産保有状
況を考慮事項とすることについて、公営住宅制度
上、明確に位置付けるよう、国に要請します。

 単身世帯等少人数の世帯が規模の大きな住戸に居
住している場合、自発的に小さな住戸に移転する
よう、家賃算定方法の変更を国に要請するなど、
住み替えを促進する仕組みの構築に取り組みます。

都営住宅の入居者募集

適正な入居者管理の推進
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募集 募集
時期 募集の内容

定期
募集

5月
上旬 家族向・単身者向等（抽せん方式）

8月
上旬

家族向（ポイント方式）
単身者・シルバーピア（抽せん方式）

11月
上旬 家族向・単身者向等（抽せん方式）

2月
上旬

家族向（ポイント方式）
単身者・シルバーピア（抽せん方式）

毎月
募集

毎月
中旬～
下旬

家族向（抽せん方式）

随時
募集 通年 家族向（先着順）

都営住宅の例

施策展開の方向性2030年度に向けた施策展開の方向性



目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

たたき台

目標３03

施策２

具体的な施策

都営住宅の建替え例（辰巳一丁目団地）

都営住宅の建替え等に伴う創出用地を活用した
福祉施設整備の例

施策

 都施行型都民住宅の入居促進に取り組むとともに、
地域の住宅需要や住宅の立地条件等を踏まえ、ス
トックの更なる有効活用を図ります。

 新型コロナウイルス感染症の拡大など、急激な社
会状況の変化に対応し、都営住宅の機動的な入居
者募集や、ＴＯＫＹＯチャレンジネットへの都営
住宅の提供拡大のほか、公社住宅の空き住戸の提
供や家賃の支払い猶予などに取り組みます。

 公社住宅において、高齢者世帯や子育て世帯など
を対象とした優先入居制度やひとり親世帯への家
賃割引制度など、住宅確保要配慮者に対する入居
支援制度の更なる充実と利用の促進を図ります。
また、地元自治体の住宅確保要配慮者に対する支
援策と連携して公社住宅を提供する取組なども進
めます。

 公社住宅において、アセットマネジメントシステ
ムを導入し、効率的な維持管理による⾧寿命化を
図ることで既存ストックを有効に活用するととも
に、団地の建替えについても、高齢者や子育て世
帯のニーズに対応するため、禁煙住棟やペット等
との共生住宅など、新しいモデル的な住宅を計画
的かつ着実に進めていきます。

 公社住宅の建替えにより創出される用地等を活用
して、地域のまちづくりと連携しながら少子・高
齢化に対応した福祉施設の誘致などを行い、福祉
インフラの整備を促進します。また、公社住宅の
空き店舗について、地域住民が担い手となること
により、参加型の交流拠点として運営を行うなど、
地域のニーズに応じた生活支援施設として整備し、
高齢者や子育て世帯をはじめとした多様な人々が
交流できる拠点として活用します。

 東京都地域住宅協議会の場などを通じて区市町村
や独立行政法人都市再生機構と連携して、住宅確
保要配慮者に対する住宅の供給を的確に図ってい
きます。

公社住宅の建替えに伴う創出用地を活用した
福祉施設整備の例

 世帯構成や住まい方の変化への対応のため、親族
でない者同士が都営住宅で共に暮らす仕組みの具
体化に向けた検討に取り組むとともに、都営住宅
において大学と連携した学生による地域コミュニ
ティの支援の仕組みを検討します。

 区市町村において、福祉施策やまちづくり施策と
連携した住宅施策の充実が図られるよう、都にお
けるまちづくりへの活用なども配慮しつつ、都営
住宅の区市町村への移管を進めます。

 都営住宅事業においては、特別会計として「都営
住宅等事業会計」を設置しており、都営住宅等の
整備及び管理に関する収支を明確にし、経営的な
視点から効率化を図っていきます。

 都営住宅を良質なストックとして維持・更新して
いくため、昭和40 年代以前に建設された住宅を
中心に、地域の特性や老朽化の度合い等を勘案し
ながら、おおむね年間4,000戸程度を目標として
計画的に建替えを実施します。

 都営住宅の建替えに当たっては、地域の特性や敷
地の条件を勘案しつつ、その用地を活用して、生
活関連施設等の整備を推進します。

 都営住宅の建替え等に伴い創出される用地のうち、
福祉インフラ整備への活用が見込まれる用地を選
定し、高齢者施設、障害者施設及び子育て支援施
設の整備の候補地として提供します。

 区市町村と連携し、既存都営住宅を障害者等のグ
ループホームに提供する取組を推進します。

住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定

公共住宅の有効活用
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建替え前 建替え後



目標03

民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット

具体的な施策

住宅セーフティネット制度のイメージ

登録住宅と専用住宅の関係

施策２施策

4847
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4第 章

３住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定

住宅確保要配慮者の入居を拒ま
ない住宅として登録された住宅
（住宅確保要配慮者以外の入居も可能） 住宅確保要配慮者の専用の住宅

として登録された住宅
（住宅確保要配慮者のみが入居可能）

登録住宅

専用住宅

１登録制度

登録 情報提供

家賃・家賃債務保証料
の低廉化

入居

２経済的支援 ３居住支援

※国の補助制度に加え、都独自の支援を実施

要配慮者の入居を拒まない住宅
（東京ささエール住宅）

国と地方公共団体等による
支援

●改修費補助
（国の直接補助あり）
●家賃低廉化補助
●改修費融資
（住宅金融支援機構）

●家賃債務保証料
低廉化補助

保
証
会
社

居
住
支
援
法
人

居住支援協議会

不動産関係団体

居住支援団体

地方公共団体

居住支援活動への補助

都道府県等

要配慮者貸主等 入居支援等

東京ささエール住宅の普及・登
録促進
 貸主や賃貸住宅管理業者等へ、啓発や働きかけを

行い、高齢者や障害者、子育て世帯など住宅確保
要配慮者の入居を拒まない住宅である東京ささ
エール住宅の登録を促進していきます。

 共同住宅や戸建住宅など様々な民間賃貸住宅が登
録されるよう、住宅登録の面積基準の緩和を維持
するとともに、多様な主体と連携し、より多くの
貸主等に対して広く情報提供を行います。

 住宅の確保に特に配慮が必要な高齢者や障害者、
子育て世帯などが入居できる専用住宅の供給を促
進し、地域の実情を踏まえた居住支援のための住
宅として、区市町村や居住支援団体等が活用でき
るよう支援します。

東京ささエール住宅への支援
 東京ささエール住宅について、良質な賃貸住宅ス

トックが供給されることで⾧期にわたり住宅確保
要配慮者の居住支援に活用されるとともに、様々
な地域や立地で幅広く供給されることで要配慮者
のライフスタイルやニーズに応じた住まいが提供
されるよう、区市町村と連携して良好な居住環境
の実現を図りながら供給促進に取り組みます。

 住宅確保要配慮者の専用住宅の供給促進に向けて、
改修費や家賃・家賃債務保証料低廉化に係る貸主
等への補助制度を設けている区市町村に対し財政
支援を行います。あわせて、補助制度が要配慮者
や貸主に一層活用されるよう、区市町村へ補助制
度の創設等を積極的に働きかけるとともに、関係
団体との情報共有などの取組を強化していきます。

 設備の面で特に配慮が必要な高齢者や障害者、子
育て世帯が安心して入居できる専用住宅の供給促
進を図るため、住宅設備等を改善し専用住宅に登
録する貸主に対して補助を行います。

 家賃低廉化補助をはじめ国の補助制度が、より的
確に活用され、住宅確保要配慮者や貸主の実情な
どを踏まえた制度になるよう、国に改善の提案を
行います。

 住宅確保要配慮者の入居に対する貸主の不安軽減
を図るため、入居者の死亡に伴い貸主に生じる損
失を補償する少額短期保険や一定の性能を有する
見守り機器などの活用を促進します。

 福祉や就労支援など他の行政分野との政策横断的
な連携に加え、まちづくりとの連携など民間事業
者を誘導する取組を進めます。



目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

たたき台

目標３03 住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定

住宅確保要配慮者の居住支援
具体的な施策

居住支援法人や居住支援協議会等における居住支援の例

居住支援法人は、賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談等の入
居支援、入居後の見守り・生活相談などの生活支援、登録住宅の入居者へ
の家賃債務保証などを行う法人です。

【居住支援法人の役割】

住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に特に
配慮を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方
公共団体や不動産関係団体、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者
及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施
するものです。

【居住支援協議会】

施策２施策

賃貸住宅の貸主等の不安軽減
 住宅確保要配慮者の入居に対する貸主の不安を軽

減するため、貸主に生じる損失を補償する保険へ
の補助などに加え、居住支援法人等と連携し、単
身高齢者の死亡に伴う「残置物の処理等に関する
モデル契約条項」の普及促進などに取り組みます。

 貸主・借主双方の不安を解消し、入居制限を受け
やすい世帯の居住の安定の確保を図るため、公益
財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが
実施している「あんしん居住制度」について、当
該法人と連携して普及を図るとともに、見直しに
向けた検討を進めていきます。

 住宅確保要配慮者に居住支援の情報が的確に届く
よう、要配慮者の身近なところで活動している福
祉関係団体等と連携したアウトリーチ型の情報提
供等に取り組みます。

 住宅部門と福祉・介護・医療・雇用部門等の多様
な分野との連携を図りながら、様々な面からサ
ポートを必要とする住宅確保要配慮者に対して、
必要な支援制度を紹介し、居住支援に結び付けて
いきます。

福祉サービス等と連携した居住
支援の促進

賃貸住宅への入居に関する情報
提供等
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4第 章

家賃債務保証 入居の相談
住宅の紹介

見守りサービス
生活相談

連帯保証人に
代わって法人
が家賃債務を
保証すること

居住支援協議会と居住支援法人

区市町村による居住支援の促進

 都内各地域で、住宅確保要配慮者の各属性に応じ
た効果的な支援を実施する体制を整備するため、
区市町村や社会福祉協議会等と連携しながら、社
会福祉法人等への住宅セーフティネット制度の周
知などにより、多様な居住支援法人の指定を推進
します。

 多様な居住支援法人が、住宅確保要配慮者の幅広
いニーズに対応して、効果的な取組を実施できる
よう、居住支援法人の優れた取組に対する支援を
実施します。

 居住支援法人が、住宅確保要配慮者の属性や状況
に応じて、区市町村と連携しながら、住宅相談や
住み替えなどの支援を適切に行えるよう、居住支
援に関するネットワークの強化やサービスの充実
に取り組みます。

 ひとり親、障害者などに対し、住まいの確保とと
もに、個別のニーズに応じた生活サポートの提供
が行われるよう、居住支援法人の活動などを支援
していきます。

居住支援法人の活動支援

【東京都居住支援協議会】
平成26年６月25日に10の構成団体により設立し、平成30年６月から都が

指定した居住支援法人が構成員として加入しています。
地域に身近な基礎的自治体である区市町村が、自ら居住支援協議会を設

立し、住宅確保要配慮者への支援に係る具体的な取組を円滑に実施できる
よう、広域的自治体である都は、区市町村による協議会の設立促進・活動
支援や、広く都民への啓発活動などを実施することとしています。

 区市町村において、住宅確保要配慮者などからの
住まい探しや住み替えなどに関する相談を、生活
支援や就労などの福祉関係の相談と合わせて受け
ることができる総合的な相談体制が構築されるよ
う後押しするとともに、不動産関係団体や居住支
援法人、福祉関係団体など多様な主体が参加した
区市町村居住支援協議会の設立を促進します。ま
た、区市町村居住支援協議会の活動の活性化に向
けて支援します。

 住宅の確保に特に配慮が必要な高齢者や障害者、
子育て世帯などが円滑に入居できるよう、区市町
村による財政支援などを通じた東京ささエール住
宅の専用住宅としての活用を支援します。

 民間賃貸住宅において、年齢や障害、国籍等の理
由による入居制限が行われず、合理的配慮が行わ
れるよう、リーフレットの配布・講習会の実施等
を通じて、宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者、
貸主への啓発などを行っていきます。

 多様な媒体を活用して住宅セーフティネット制度
を都民へ普及啓発していくとともに、区市町村や
不動産関係団体、福祉関係団体などと連携し、貸
主や住宅確保要配慮者等へきめ細かく情報提供し
ていきます。

 外国人に対しては、一般財団法人東京都つながり
創生財団が運営する「東京都多文化共生ポータル
サイト」内の「外国人のための生活ガイド・リビ
ングインフォメーション」等により、家の探し方
や引っ越しの手続、日本の生活習慣など、必要な
情報を提供します。

 住宅確保要配慮者に対し、世帯構成等に応じた適
切な住宅への円滑な入居から入居後の生活支援ま
で必要な支援がシームレスに行われるよう、民生
委員・児童委員をはじめとした地域における福祉
の担い手が住民の相談に応じる機会等に居住支援
の取組を紹介してもらうなど、これらの担い手と
居住支援法人との更なる連携強化に取り組みま
す。



新たな日常に対応した住宅の普及

施策展開の方向性

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現
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たたき台

目標３03

関連する政策指標

関連する観測・実況指標

住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定

居住環境のバリアフリー化

具体的な施策

 住宅のバリアフリー化を広く促進し、居住環境の
向上を図っていきます。特に、高齢者や障害者の
いる世帯に対して住宅改修の助成を行う区市町村
と連携して住宅のバリアフリー化を促進します。

 共同住宅において、エレベーター設置など共用部
分のバリアフリー改修や外断熱改修等、既存ス
トックの性能向上を促進するため、管理組合等へ
の普及啓発や補助による支援に取り組みます。

 サービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事業者
等に対し、都が整備費等の補助を行うことによ
り、バリアフリー化された住宅の供給を促進しま
す。

 都営住宅の建替えによりバリアフリー化を促進す
るとともに、既存の都営住宅においてもエレベー
ターの設置に加え、住戸については、特に高齢
者・障害者に配慮し、玄関ドアノブのレバーハン
ドルへの交換、手すり、回転灯付き火災報知器、
ガス漏れ警報機、インターホンの設置等を進めま
す。

 都営住宅において、車いす使用者向け住宅の入居
者募集を引き続き実施します。

施策２施策

 公社住宅の建替えに際し、子育て世帯や高齢者な
どの世帯構成に応じた多様な広さや間取りの住宅
を提供するとともに、エレベーターの整備や玄関
等への手すりの設置、段差解消、子育て世帯向け
の転落や指挟み防止に配慮した設計など、世帯の
ニーズに応じた住宅設備を導入します。また、既
存住宅においても、玄関等への手すりやインター
ホンの設置などの住宅設備の改善や、敷地内の段
差解消、通路へのスロープ設置を行うなど、バリ
アフリー化を進めます。

 都内の公営住宅における空き家募集の戸
数、建替え・新規建設等の戸数の合計

171,000戸
（2021年度～2030年度）

 居住支援協議会を設立した区市町村の
人口カバー率

74.3％
（2020年度末）

95％
（2030年度末）

 東京ささエール住宅の専用住宅の戸数

 公社住宅における高齢者世帯や子育て世
帯等を対象とした優先申込制度などの入
居支援制度を利用して入居した戸数

598 戸
（2020年度末）

3,500戸
（2030年度末）

 都営住宅・公社住宅の建替えに伴う創出
用地のうち、福祉インフラ整備への活用
が見込まれる候補地の提供面積

 都内における居住支援法人の数

 東京ささエール住宅の登録住宅の戸数

35法人
（2020年度末）

39,469戸

6.4％
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30ha超
（2024年度）

約27ha
（2020年度末）

18,000戸
（2021年度～2030年度累計）

 最低居住面積水準※未満率
※ 世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準

（2020年度末）

（2018年度末）



目標４

目指す2040年代の姿

04

子育て世帯の住まいの状況

東京都における合計特殊出生率は、2005（平成

17）年の1.00を底に 2019（令和元）年は1.15へと微

増していますが、人口維持に必要な水準である2.07

を大きく下回っています。

国の調査では、夫婦に尋ねた理想的な子供の数の

平均値が2.32人であるのに対し、実際の子供数の平

均値は1.68人となっています。理想的な子供の数を

持たない理由として「子育てや教育にお金がかかり

すぎるから」、「自分の仕事に差し支えるから」、

「家が狭いから」を挙げる人も多くいます 。

都内では、夫婦と18歳未満の者からなる世帯の約

４割（持家では約２割、借家等では約７割）が70㎡

未満の住宅に住んでいます。また、都内の民営借家

の面積は、50㎡未満のものが約８割を占めており、

十分な面積の確保が難しい状況にあります 。

夫婦と子供からなる世帯は149万世帯（平成17

年）から162万世帯（令和２年）へと約13万世帯増

加している中、両親のいる世帯の共働き率は６割を

超え、15年前の調査と比較して約21ポイント増加し

ています。

子育て世帯が世帯の人数や構成、ライフスタイルな

どに応じた規模や性能を持った住宅で暮らしてい

る。

多様な子育て支援施設が整備されるとともに、各々

のニーズに応じて近居や多世代同居が進むなど、子

育て世帯が地域のコミュニティの中で、子育てを楽

しみながらいきいきと暮らしている。

救急搬送に至る乳幼児（０歳から５歳まで）の日

常生活における事故は、約７割が住宅等で発生して

おり、子育てに配慮した設備など住宅内での安全性

の確保が求められています 。

こうした状況を踏まえ、都は、子育てに適した住

宅の供給を促進するため「子育てに配慮した住宅の

ガイドライン」 を策定するとともに、「東京都子育

て支援住宅認定制度」 により、子育てしやすい環境

づくりを行っている優良な住宅を認定しています。

2021（令和３）年12月末時点で認定戸数は1,618戸

となっています。

また、子育て世帯、特にひとり親世帯は、就労や

子育てに不安を抱え、経済的に困窮していることも

多く、民間賃貸住宅への入居を拒まれ住宅確保に苦

慮している場合があります。こうしたひとり親世帯

に対して、居住支援法人等が入居支援や就労支援な

どを行っています。

住まいにおける子育て環境の向上

5453
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子育て世帯の住まいの状況 夫婦と子供世帯の数・共働き率の状況

13.2%

3.3%

28.0%

27.6%

19.4%

39.8%

39.9%

51.4%

18.8%

19.2%

27.1%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数

（69.2万世帯）

持ち家

（41.2万世帯）

借家

（27.9万世帯）

49㎡以下 50～69㎡ 70～99㎡ 100㎡以上

約40%

約20%

約70%

（資料）「平成30年住宅・土地統計調査」／総務省を基に作成 （資料））・「国勢調査」／総務省統計局を基に作成
・平成29年度東京都福祉保健基礎調査「東京の子供と
家庭」／東京都福祉保健局を基に作成
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施策展開の方向性

新たな日常の定着や場所を選ばない働き方の実現に向けて、住宅・住宅市街地に働く場として

の機能を導入するなど都民ニーズを捉えた施策を推進するため、テレワークがしやすい環境を

備えた住宅の普及や、周辺環境への影響等を考慮しながら、住宅市街地でのシェアオフィスの

整備などを促進していきます。

住宅分野への新たな技術の導入や行政手続のデジタル化を積極的に進め、都民の住生活の利

便性や豊かさの向上や安全・安心の確保、行政のクオリティー・オブ・サービスの向上につ

なげていきます。

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現目標４04 住まいにおける子育て環境の向上

子育てに適した民間住宅の供給促進や、公共住宅の建替え等に当たっての子育て支援施設の整

備促進のほか、ニーズに応じた近居等の支援などにより、福祉サービス等とも連携を図りなが

ら、多様な世代からなるコミュニティの中で、子供が健やかに育つことができるなど、子供を

産み育てようと思えるような子育てしやすい環境を充実させていきます。

具体的な施策

子育てに適した民間住宅の供給
促進

子育て世帯向け住宅の供給促進

 都営住宅の入居において、高校修了期までの子供
のいる世帯を収入基準の緩和の対象とし、子育て
世帯への支援に取り組みます。

 都営住宅の入居者選考において、小さな子供のい
る世帯や多子世帯については、優遇抽せんを実施
します。

 都営住宅において、若年夫婦・子育て世帯向けの
期限付き入居の募集に当たっては、子育て世帯の
ニーズに応じ、交通利便性の高い場所に所在する
住宅を選定し入居促進を図ります。（再掲）

 都営住宅において、子育て世帯の入居希望時期に
応じた申込機会の拡大を図るため実施している毎
月募集の戸数を増やすなど、子育て世帯への支援
の充実を図ります。

 都営住宅の建替えに当たって、現在の居住者の状
況を勘案しながら、ファミリー向け住戸の整備を
進めるなど、若年夫婦・子育て世帯に対する支援
拡大を図ります。

 公社住宅の建替え住宅において、「東京都子育て
支援住宅認定制度」の認定取得に取り組み、子育
て世帯向けの住宅を供給します。

 公社住宅の募集について、新築募集における「子
育て世帯倍率優遇制度」及びあき家先着順募集に
おける「子育て世帯等優先申込制度」、「ひとり
親世帯向け入居支援制度」など、子育て世帯に対
する入居機会を確保していくための入居支援制度
の充実と利用の促進を図ります。

子育て世帯向けの公共住宅の
供給

「子育てに配慮した住宅のガイドライン」
主な配慮事項
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 住宅事業者等が、住宅の整備や管理等において、
転落事故の防止など子育て視点で配慮すべき事項
をとりまとめた「子育てに配慮した住宅のガイド
ライン」について広く周知を図り、民間住宅にお
ける子育て環境の向上に取り組みます。また、居
住者の安全性の確保に加え、子育て支援施設等の
設置やサービスの提供にも配慮された優良な住宅
を認定する「東京都子育て支援住宅認定制度」に
より、子育てしやすい住宅の供給を促進します。

 「子育てに配慮した住宅のガイドライン」につい
て、「新たな日常」や「環境」、「防災」など社
会状況の変化を踏まえ、子育てに配慮した住まい
づくりのために考慮すべき事項の追加などの見直
しを適宜行うとともに、区市町村等との連携など
により普及啓発の取組を強化します。（再掲）

 「東京都子育て支援住宅認定制度」 について、
「子育てに配慮した住宅のガイドライン」の見直
しを踏まえ、新築・既存住宅ともに子育てに適し
た良質なストックの充実が図られるよう見直しま
す。

「東京都子育て支援住宅認定制度」認定住宅の例

 認定制度の魅力や認知度の向上、ガイドラインの
普及のため、多様な媒体を活用した広報の展開を
進めるとともに、民間事業者や区市町村と更なる
連携を図りながら、子育て世帯などにきめ細かく
情報提供を行います。また、子供向けの広報につ
いても取り組みます。

 認定住宅の整備費用に対し区市町村を通じて補助
を行います。また、都市開発諸制度を活用した都
市開発の機会を捉え、認定住宅の供給を促進しま
す。

 区市町等と連携し、都市居住再生促進事業等の活
用により、子育てファミリー世帯の居住にも適し
た広さと質を備えた民間の共同住宅の供給を誘導
します。

 東京ささエール住宅も含めた既存賃貸住宅ストッ
クに対して必要な支援を実施し、住宅確保要配慮
者である子育て世帯の居住の安定と子育てしやす
い環境の整備を図ります。

 子育て世帯に適した様々な民間賃貸住宅が東京さ
さエール住宅に登録されるよう、多様な主体と連
携し、より多くの貸主等に対して広く情報提供を
行います。 特に、設備の面で配慮が必要な子育
て世帯が安心して入居できるよう、住宅設備等を
改善し専用住宅に登録する貸主に対して補助を行
い、専用住宅の供給促進を図ります。

 子育て世帯に対する居住支援に係る体制の更なる
充実のため、居住支援法人の指定の推進などによ
り多様な担い手を増やします。あわせて、居住支
援法人等が住宅確保要配慮者の属性や状況に応じ
て適切に居住支援を行えるよう、居住支援に関す
るネットワークの強化やサービスの充実に取り組
みます。

施策展開の方向性2030年度に向けた施策展開の方向性



新たな日常に対応した住宅の普及

施策展開の方向性

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

たたき台

目標

関連する政策指標

関連する観測・実況指標

４04 住まいにおける子育て環境の向上

子育てに適した住環境の整備
具体的な施策

具体的な施策

近居や多世代同居等の支援

 福祉や就労支援と連携し、ひとり親世帯への居住
支援を充実させるとともに、東京ささエール住宅
において、ひとり親世帯向けシェアハウスの登録
を促進するなど、民間住宅において、家族からだ
けでなく、子育て世帯同士や居住支援法人などか
ら必要な支援を容易に受けることができる環境の
整備に取り組みます。

施策

 公共住宅の建替えにより創出される用地を活用
し、区市町村と連携して保育所等の子育て支援施
設の整備・誘致を行うことなどにより、子育て世
帯が安心して子育てができる環境を整備します。

 都営住宅の建替え時などに、区市町村が、地域の
実情に応じて子育て支援施設を整備できるよう、
支援を行います。

 都営住宅の建替えに併せ、居住者や周辺住民の居
場所となる交流施設等の整備を推進します。

 公社住宅に設置されているコミュニティサロンに
おいて、専門スタッフを活用した子育て世帯の憩
いの場づくりを進めます。

 都営住宅において、子世帯と親世帯とが支え合い
ながら安心して生活ができるよう、既に都営住宅
に居住している入居者を対象に、子世帯が親世帯
の近くへ、又は親世帯が子世帯の近くへ住み替え
る「親子ふれあい住み替え」や、子世帯と親世帯
とが同居する場合に、入居者選考において優遇抽
せんを行う「親子ふれあい同居」を実施します。

 公社住宅において、世代間で助け合いながら安心
して子供を育てることができるよう、子育て世帯
が親族の近くに住む近居支援制度の拡充を図ると
ともに、地域コミュニティの核となるようなモデ
ル拠点づくりを行い、地域で多世代が交流し子育
てを支援する機会を創出していきます。

 「子育てに配慮した住宅のガイドライン」や「東
京都子育て支援住宅認定制度」を活用し、区市町
村の子育て施策などソフト面の取組との連携を図
りながら、入居者間や地域の人との交流の機会の
創出など、地域の特色に応じたコミュニティ醸成
への支援を行い、魅力ある子育て環境の形成を促
進します。

 都市開発諸制度を活用した都市開発の機会を捉
え、子育て支援施設の整備を促進します。

 賃貸物件等を活用して認可・認証保育所を整備す
る際の整備費や賃借料を補助することにより、保
育所の設置促進を図ります。

 子育て世帯向け公共住宅の募集数
都営住宅における若年ファミリー世帯向け入居募集の実施数
公社住宅における子育て世帯に対する優遇・優先募集の実施数

 都営住宅・公社住宅の建替えに伴う創出
用地のうち、福祉インフラ整備への活用
が見込まれる候補地の提供面積【再掲】

35,000戸
（2021～2030年度）

1,618戸
（ 2021年12月）

 子育て支援住宅認定制度に基づく
認定住宅の戸数

10,000戸
（2030年度末）

 子育て世帯の住宅、住環境に対する満足度

 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率

 子育て世帯※における最寄りの公園までの
距離が500ｍ以内の世帯の割合
※核家族のうち、18歳未満が含まれる世帯

 保育所へのアクセス利便性（居住世帯のある住宅
のうち保育所までの距離が１km以内に存在する住宅の割合）

 ⾧時間（60分以上）通勤世帯数の割合

 交通機関へのアクセス利便性（居住世帯のある
住宅のうち駅までの距離が1km以内、又はバス停留所から
500m以内の住宅の割合）

83.9％
（2018年度末）

32.5%
（2018年度末）

90.5%
（2018年度末）

97.5%
（2018年度末）

19.0%
（2018年度末）

97.6%
（2018年度末）
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30ha超
（2024年度）

約27ha
（2020年度末）

関連する意識・意向指標



目標５

目指す2040年代の姿

4第 章

05

高齢者の住まいの状況

高齢者の居住の安定

2020（令和２）年から2030（令和12）年にかけ
て、都内の高齢者（65歳以上）は約324万人から約
337万人へと増加することが見込まれています 。同
時期に、後期高齢者（75歳以上）は、約170万人か
ら約191万人へ、高齢者単独世帯は約88万世帯から
約97万世帯へ、高齢夫婦世帯は約60万世帯から約62
万世帯へとそれぞれ増加が見込まれています。

高齢者のいる世帯は、2018（平成30）年には約
223万世帯（全世帯の約32.8％）でした。一方、平
成30年住宅・土地統計調査によると、共同住宅の共
用部分のバリアフリー化率は約21％、高齢者の居住
する住宅のバリアフリー化率は約43％となってお
り 、一層のバリアフリー化が求められています。ま
た、住宅の断熱性能が高齢者等の健康に影響を与え
ることが明らかになっており、住宅の断熱性能の向
上を図っていく必要があります。

高齢者の増加により介護のニーズが更に高まるこ
とが見込まれます。また、単身高齢者の増加により
日常の安否確認等のサービスに対するニーズが高ま
ることも見込まれます。高齢期を迎えて支援が必要
になっても住み慣れた地域で生活できるよう、適切
な医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に
提供される地域包括ケアシステムを地域の実情に応
じて構築することが求められています。

住宅のバリアフリー化や断熱性能の向上が図ら

れ、高齢者の多様なニーズに応じ、安全で健康に

生活できる住宅が普及している。

地域包括ケアシステムの構築に加え、各々のニー

ズに応じた近居や多世代同居の実現などにより、

在宅高齢者が的確な支援や介護を受け、社会から

孤立することなく住み慣れた地域で安心して住み

続けることができている。

一方で、平均寿命から寝たきりや認知症などの介
護状態の期間を差し引いた健康寿命は、2016（平成
28）年の調査で男性72.14歳、女性74.79歳となってお
り、2001（平成13）年から２、３歳程度延びるな
ど、住まいに対する高齢者のニーズが多様化してい
ます 。

高齢者向け住まいには、高齢者向け住宅、有料老
人ホーム、特別養護老人ホーム等があります。バリ
アフリー化され、安否確認や生活相談サービスが提
供される賃貸住宅であるサービス付き高齢者向け住
宅は都内で約１万６千戸登録されています（2020
（令和２）年度末現在）。

また、事故等の不安から単身高齢者等の入居が制
限される場合があることから、入居を制限しない東
京ささエール住宅の登録の促進に加え、居住支援法
人等による賃貸住宅への入居支援や入居後の生活支
援等により、居住の安定の確保が求められていま
す。
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高齢者人口及び高齢単身・高齢夫婦のみ
世帯数の推移 住宅のバリアフリー化率

59.6%

49.3%

26.1%

21.2%

25.8%

20.4%

42.9%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者等のための設備がある

手すりがある

またぎやすい

高さの浴槽

廊下などが車いすで

通行可能な幅

段差のない屋内

道路から玄関まで

車いすで通行可能

一定のバリアフリー化

うち高度のバリアフリー化

（資料）・2015年以前の数値は「国勢調査」／総務省、
・2020年以降の数値は「東京都昼間人口の予測」
（令和２年３月）/東京都総務局を基に作成

（資料)「平成30年住宅・土地統計調査」／総務省を基に作成

（注）・一定のバリアフリー化：「２か所以上の手すりの設置」又は「段差のない屋内」を満たす住宅

・高度のバリアフリー化：「２か所以上の手すりの設置」、「段差のない屋内」、「廊下などが車いすで
通行可能な幅」のいずれも満たす住宅

116 132 143 157 154 136 146 171 

75
98

122
144 170 191 191 

183 

39.3%
42.6%

46.0% 47.8% 52.5%
58.4% 56.7%

51.7%
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2035
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(万人)

(年)

65歳～74歳 75歳以上 高齢者人口に占める

後期高齢者の比率(右目盛)

予測



施策展開の方向性

新たな日常の定着や場所を選ばない働き方の実現に向けて、住宅・住宅市街地に働く場として

の機能を導入するなど都民ニーズを捉えた施策を推進するため、テレワークがしやすい環境を

備えた住宅の普及や、周辺環境への影響等を考慮しながら、住宅市街地でのシェアオフィスの

整備などを促進していきます。

住宅分野への新たな技術の導入や行政手続のデジタル化を積極的に進め、都民の住生活の利

便性や豊かさの向上や安全・安心の確保、行政のクオリティー・オブ・サービスの向上につ

なげていきます。

目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現目標５05

地域包括ケアシステムのもと、高齢者が、住み慣れた地域において多様な世代からなるコミュニ

ティの中で安心して住み続けることができるよう、バリアフリー化され生活支援サービスを備える

など、高齢者のニーズに応じた住宅の供給を促進していきます。

公共住宅において、建替え等に併せた高齢者福祉施設等の整備のほか、安否確認や見守り、地域の交

流の場となる居場所づくりなどを進めます。また、高齢者向け住宅等への円滑な転居、親世帯と子世

帯の近居等を容易にする環境整備などを進めていきます。

安全で健康に暮らせる住宅や生活支援施設の
整備等の促進

施策

具体的な施策

 高齢者のいる世帯に対して住宅改修の助成を行う
区市町村を支援し、住宅のバリアフリー化を促進
します。

 ヒートショック対策を含めた、住宅の温熱環境の
向上が高齢者の健康確保のために重要であること
を広く普及し、既存ストックの断熱改修や住宅設
備の改善等を促進します。

 一定規模以上の共同住宅等の建築主等に対し、東
京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例
第33号）や高齢者、障害者等が利用しやすい建築
物の整備に関する条例（平成15年東京都条例第
155号）を紹介したリーフレット等を活用し、建築
の機会を捉え、バリアフリー化促進の啓発を行い
ます。共同住宅において、エレベーター設置など
共用部分のバリアフリー改修や外断熱改修など、
既存ストックの性能向上の促進のため、管理組合
等への普及啓発や補助による支援に取り組みま
す。

 心身機能の低下等、配慮が必要な高齢者世帯や緊
急時対応が困難な障害者世帯については、火災発
生時に火災警報器から東京消防庁へ自動通報する
専用通報機の設置等に要する費用を補助すること
により、居住者の安全を確保します。

住宅の温熱環境やバリアフリー
性能の向上

都営住宅の建替えに伴う創出用地を活用して
整備された高齢者福祉施設の例

公社住宅の建替えに伴う創出用地を活用して
整備された高齢者福祉施設の例

 公共住宅の建替えにより創出される用地を活用
し、区市町村と連携して高齢者福祉施設等、地域
に必要な福祉施設の整備を促進します。

 都営住宅の建替えに併せ、居住者や周辺住民の居
場所となる交流施設等の整備を推進します。（再
掲）

 都営住宅の集会所等を活用し、子供、子育て世
帯、高齢者など様々な人々が集い、地域の交流活
動の場となる「東京みんなでサロン」を展開し、
居場所の創出を図ります。

 都営住宅の居住者の高齢化に対応して、安否確認
や見守り、買い物弱者支援に加え、区市町村と連
携し、居住者が適時適切に介護などの福祉サービ
ス等の支援を受けられるよう、地域で高齢者を支
える仕組みの整備を図ります。

 区市町村と連携し、高齢者に配慮した設備を持つ
都営住宅等に、緊急時対応や安否確認等の生活支
援を行うＬＳＡ（ライフサポートアドバイザー）
等を配置するシルバーピア事業を実施します。

 都市開発諸制度を活用する都市開発の機会を捉
え、高齢者福祉施設の整備を促進します。

 地域の医療・介護事業者と適切に連携するサービ
ス付き高齢者向け住宅に対し、併設する介護・医
療サービス事業所の施設整備費に対する補助を行
うことにより、地域の医療・介護の拠点整備を促
進します。

 公社住宅の建替えに当たって、その一部を高齢者
が低廉な負担で住み続けられ、バリアフリーや見
守りにも配慮された高齢者向け住宅として整備し
ます。

 公社住宅に設置しているコミュニティサロンにお
いて、専門スタッフを活用した高齢者の居場所づ
くりを進めます。

 既存の公社住宅において、センサー機器等による
見守りサービスの提供を推進していきます。ま
た、公社住宅の空き店舗を活用し、地域住民や周
辺店舗等の意向を踏まえ、高齢者の生きがいや健
康づくり、社会参加にも資する生活支援施設を整
備し、多様な人々が交流できる拠点づくりを進め
ます。

地域で高齢者を支える仕組みの
整備

高齢者の居住の安定
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高齢者福祉施設（足立区）

高齢者福祉施設（板橋区）

施策展開の方向性2030年度に向けた施策展開の方向性



目標１ 新たな日常に対応した住まい方の実現

たたき台

目標５05 高齢者の居住の安定

高齢者の円滑な住み替え等の支援

具体的な施策

 高齢者の円滑な住み替えを支援するため、民間事
業者の取組や、区市町村、居住支援協議会と連携
した取組について、普及啓発を図ります。

 居住支援法人等が、住宅確保要配慮者の属性や状
況に応じ、住宅や福祉施設への住み替えなどの支
援を行えるよう、居住支援に関するネットワーク
の強化やサービスの充実に取り組みます。

 持ち家での居住の継続を後押しするため、リバー
スモーゲージ等の仕組みに関する啓発等を行って
いきます。

民間住宅を活用した高齢者向け住宅の供給促進

具体的な施策

＜練馬関町 つなぐTOWNプロジェクト＞NTT都市開発㈱

一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅の例

民間賃貸住宅への高齢者の入居
の円滑化

サービス付き高齢者向け住宅の
供給促進

 都営住宅において、親世帯が子世帯の支援の下で
安心して生活ができるよう、既に都営住宅に居住
している入居者を対象に、親世帯が子世帯の近く
へ、又は子世帯が親世帯の近くへ住み替える「親
子ふれあい住み替え」や親世帯と子世帯とが同居
する場合に、入居者選考において優遇抽せんを行
う「親子ふれあい同居」を実施します。（再掲）

 公社住宅において、世代間で助け合いながら安心
して暮らせるよう、高齢者世帯の親族が近くに住
む近居支援制度の充実を図ります。さらに、ライ
フスタイルの変化に合わせて、⾧く公社住宅に居
住する高齢者がより低廉な住宅へ円滑に住み替え
できるよう支援する「⾧期居住高齢者向け住みか
え制度」の活用により高齢者の居住の安定を図り
ます。
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 サービス付き高齢者向け住宅について、ハード面
及びソフト面の基準を満たす住宅の整備促進に向
けて、事業者向け説明会の開催やパンフレットの
配布など、福祉施策と連携して普及啓発を行うこ
とにより供給を促進します。また、今後の高齢単
身世帯や介護・支援が必要な高齢者の増加などを
踏まえ、入居している高齢者が住み替えることな
く⾧く居住できるよう、制度の運用等の見直しを
適宜行っていきます。

 高齢者と一般世帯との交流を促し、世代間での助
け合い、近居などにより高齢者が安心して生活で
きるよう、新規事業者の参加も促しつつ、一般住
宅や交流施設の併設など、多様なサービス付き高
齢者向け住宅の整備に取り組みます。

 地域の医療・介護事業者と適切に連携するサービ
ス付き高齢者向け住宅に対し、併設する医療・介
護サービス事業所の施設整備費に対する補助を行
い、地域の医療・介護の拠点としても機能する住
まいの供給を促進します。

 サービス付き高齢者向け住宅の居住者への安否確
認など生活支援サービスについて、ＩｏＴなど新
技術の活用状況を踏まえながら、多様な支援に取
り組みます。

 サービス付き高齢者向け住宅の供給に当たって
は、区市町村の行政計画における方針に即した事
業に対して財政支援を行うなど、区市町村と連携
し、地域のニーズや実情を踏まえて取り組みま
す。

 高齢者に対する居住支援に係る体制の更なる充実
のため、居住支援法人の指定の推進などにより多
様な担い手を増やします。あわせて、居住支援法
人等が住宅確保要配慮者の属性や状況に応じて適
切に居住支援を行えるよう、居住支援に関する
ネットワークの強化やサービスの充実に取り組み
ます。（再掲）

 高齢者向けの住宅の供給促進に向けて、地域にお
ける見守り活動の状況や、民間事業者による見守
りサービスの動向なども踏まえながら、施策の見
直しも含め今後の施策を展開します。

 高齢者世帯に適した様々な民間賃貸住宅が東京さ
さエール住宅に登録されるよう、多様な主体と連
携し、より多くの貸主等に対して広く情報提供を
行います。 特に、設備の面で配慮が必要な高齢者
世帯が安心して入居できるよう、住宅設備等を改
善し専用住宅に登録する貸主に対して補助を行
い、専用住宅の供給促進を図ります。（再掲）

サービス付き高齢者向け住宅 一般住宅



たたき台

 サービス付き高齢者向け住宅等の供給
戸数

 高齢者が居住する住宅のうち、一定の
バリアフリー性能及び断熱性能を有する
住宅の割合

17％
（2018年度）

25％
（2030年度）

 高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率
（一定のバリアフリー化）

関連する政策指標 関連する観測・実況指標

 高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率
（高度のバリアフリー化）

 共同住宅の共用部分におけるバリアフリー
化率

 住宅における高齢者への配慮（段差がない等）
に対する満足率（「満足」+「まあ満足」の割合）

 近隣の人やコミュニティとの関わりに対
する満足率（「満足」+「まあ満足」の割合）

 高齢者の居住する住宅の医療機関、老人
デイサービスセンターへのアクセス利便性

22,819戸
（2020年度末）

33,000戸
（2030年度末）

 都営住宅における居場所の創出
（東京みんなでサロンの実施） 100か所

（2021年度～2030年度）

42.9%
（2018年度末）

9.8%
（2018年度末）

20.7%
（2018年度末）

52.9%
（2018年度末）

73.8%
（2018年度末）

医療施設 97.6%

デイサービス95.0%
（2018年度末）

関連する意識・意向指標

参考値（全国）

 都営住宅・公社住宅の建替えに伴う創出
用地のうち、福祉インフラ整備への活用
が見込まれる候補地の提供面積【再掲】

6665
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30ha超
（2024年度）

約27ha
（2020年度末）

目標５ 高齢者の居住の安定

（居住世帯ありの住宅のうち各施設までの距離が1km以内に存在
する住宅の割合）


